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報道機関提供資料 3枚 
平成２９年１２月２２日  
福島県土木部道路整備課  
福 島 県 県 中 建 設 事 務 所  
国土交通省郡山国道事務所  

 

吉間田滝根線広瀬工区起工式のお知らせ 

吉間田滝根線広瀬工区の工事着手にあたり、平成３０年１月１５日（月）

に国と県が合同で起工式を開催します。 
 
（１） 日 時  平成３０年 １月１５日（月）午前１１時００分～ 

なお、起⼯式に先⽴ち、午前１０時００分より⼯事請負者主催

による安全祈願祭を⾏います。 

（２） 場 所  田村市滝根町広瀬地内 
※ 別紙１「位置図」参照 

（３） 主 催  福島県、国土交通省郡山国道事務所 
（４） 式典概要 挨拶、来賓祝辞、事業説明、鍬入れなど 

 
注１ 会場の都合により、一般の方のご来場はできません。 
注２ 報道機関の方におかれましては、会場に駐車場をご用意しております。 
注３ 取材をご希望の方は、当日、午前 9 時 00 分～9 時 50 分までに受付いただく

ようお願いします。 
 
 
   

【問い合わせ先】 

県施行分 福島県 土木部 道路整備課 主幹兼副課長 手塚
てづ か

 孝
たか
良
よし

 

電話 024-521-7502(直通) FAX 024-521-7951 

福島県 県中建設事務所 事業部長 草野
くさ の

 雄一
ゆういち

 

電話 024-935-1402(直通) FAX 024-935-1505 
 
国施行分 国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所 

副所長(改築) 増澤
ますざわ

 亨
とおる

(内線 204) 工務課長 袖
そで
林
ばやし

 淳
じゅん

(内線 411) 

電話 024-946-0333(代表)  
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別紙１ 
   

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ※駐車については誘導員の指示に従い駐車願います。 

位 置 図 

①
会
場
周
辺 会場 

(報道機関用駐車場) 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図
(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 29東複、第 33号) 

会場 

①   

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図
(タイル)を複製したものである。(承認番号 平 29東複、第 33号) 

至郡山市 

至いわき市 

→線：磐越自動車道・あぶくま高原道路 小野ＩＣ より会場までのルート 

※ルート上に案内看板を設置しておりますので、ご確認の上、ご来場下さい。 
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事 業 概 要 

 
県道吉間田滝根線広瀬工区は、いわき市川前地区の県道小野富岡線との交差部を起

点とし、あぶくま高原道路に接続する延長 9.2km のバイパス事業であり、浜通りと
中通りをつなぐ重要路線として「ふくしま復興再生道路」のひとつに位置付けていま
す。 
起点から県道船引大越小野線までの 6.6km 区間は国直轄権限代行事業により、ま

た県道船引大越小野線からあぶくま高原道路までの 2.6km は県事業により、国と県
が一体的に取り組み平成 30年代前半の完成を目指しています。 
本事業により、安全で円滑な交通を確保し、中通りと浜通りを結ぶネットワークを

強化することによって、物流や観光の面から、一層の連携・交流が図られるとともに、
双葉地方の復興を支える道路として大きな期待が寄せられています。 
■ 事業概要 

事業区間 いわき市
し
川前町
かわまえまち

小白井
お じ ろ い

～田村郡
たむら ぐん

小野町
お の ま ち

大字
おおあざ

小戸
お と

神
がみ

 

延長 9.2km （直轄権限代行事業区間 6.6km、県施行区間 2.6km） 

事業期間 平成 24年 4月～平成 30年代前半（予定） 

事業主体 自動車専用道路区間： 福島県 
一 般 道 区 間： 国土交通省 
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